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はじめに 

2010 年 1 月、破産更生法の申請に伴い、日本航空(以下、「JAL」と略称する)は 60 年に

及ぶその歴史に幕を下ろした1。経営破綻当時の累積債務超過額は 8,500 億円にまで膨れ上

がり、100 年に一度の大倒産とまで称されるほどに社会を震撼させた。だが、JAL の経営

破綻を巡って特筆すべきは、僅か 2 年 8 ヵ月という短期間で経営改革を遂行し、再上場を

果たしたということである。JAL の従業員一人ひとりが会社を変えていこうと尽力した結

果であったことは想像に難くないが、その立役者として稲盛和夫氏(京セラ)の果たした役割

が大きかったことは既に公の知る所である。破綻から再生までの一連の経営改革が「稲盛

改革」と呼ばれる所以である。 

同氏による経営改革が、これまでの JAL の経営改革と異なっている点は、「意識改革」に

重きを置いた点にある。例えば 2000 年以降で言えば、国際政治情勢(同時多発テロ、イラ

ク戦争)や社会問題(SARS)、景気の悪化(リーマンショック)などの影響を受け、繰り返し経

営改革が行われてきたが、その柱は「人員整理」「不採算路線からの撤退」「赤字事業から

の撤退」といった、いわゆるダウンサイジングが中心であった2。他方、稲盛改革において

は、これら３本柱に加えて「意識改革」が徹底的に行われた。具体的には、新たな経営理

念を導入し、経営陣をはじめ全従業員に共有認識を持たせることで、破綻前の JAL に欠落

していた組織としての一体感や連帯感、さらには責任感や義務感の醸成を図ったのである3。 

 本研究の目的は、次の 3 つの手順に沿って、「稲盛改革」の意義を再考することである。

第 1 のステップは、労使の対立や官僚体質、部門間の対立(セクショナリズム)、経営と現場

の乖離、全社的なコミュニケーション不足、モラールの低下といったような、JAL が経営

破綻するまで払拭することのできなかった問題、すなわち「組織と人を巡る問題」の発生

経緯を確認することである。ここでは主に、1960 年代の JAL に着目する。第 2 のステップ

は、上記のような問題に対して、過去の経営者がどのような対策を講じてきたのかを確認

することである。稲盛氏による意識改革との違いを明らかにすることを念頭に置き、まず

は過去の意識改革がどのようなものであったのかを確認しようというのがここでの狙いで

                                                  
1 本稿は、佐藤政則教授による「経営史リサーチセミナー(平成 26 年度)」における研究成果の

一部をまとめたものである。本稿の執筆にあたり、佐藤教授には社史の読み方から論文の着想、

構成に至るまで、多くの点で貴重なご意見を賜った。この場をお借りして御礼申し上げます。ま

た、本稿の作成・発行にあたっては、麗澤大学経済社会総合研究センターの研究プロジェクトで

ある道徳経済一体論研究会から物心両面にわたって支援を受けた。関係各位に篤く感謝申し上げ

ます。 
2 なお、このダウンサイジングが失敗に終わったことが JAL の経営破綻の要因であったとの指

摘もある。例えば、小野(2010)は、「大型機材の過剰保有」「不採算路線」「余剰人員」という 3
つの過剰が JAL の破綻の背景にあり、財務的に疲弊している所にリーマンショックの影響が重

く圧し掛かり債務超過に陥ったとしている。 
3 経営破綻前の JAL が抱えていた組織的な問題について、例えば引頭(2013)は、「共通価値の不

在」「現場の経営参画意識の低さ」「経営と現場の乖離」「顧客志向の低さ」「リーダーシップの欠

落」を、また呉(2011)は「複雑な労働組合」「従業員への高待遇」「経営幹部の放漫経営」などを、

経営破綻に導いた組織的な課題としてあげている。 
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ある。具体的には、1970 年代以降から完全民営化を果たす 1980 年代後半前後の JAL に着

目する。これらを踏まえて、第 3 ステップでは、稲盛改革の意義を、過去における改革と

の違いを浮き彫りにしながら明らかにしていく。 

 本稿ではその手始めとして、第 1 のステップである「組織と人を巡る問題」の発生経緯

を 2 つの章に分けて確認する。第 1 章では、創業期の JAL (1951 年~1961 年)を主に取り扱

い、同社が設立されるまでの過程を簡単に整理したのち、創業の理念および当時の社風な

どを確認する。詳しくは後の説明に譲るが、JAL の歴史の中で、創業期にあたる 10 年間は

「組織と人を巡る問題」が際立った形で強調されることのなかった唯一の時代であったと

言える。このことが意味するのは、1960 年代に入って JAL の状況が一変するということだ。

そこで第 2 章では、第二創業期にあたる 1960 年代に焦点を当てて、「組織と人を巡る問題」

の発生経緯を確認する4。なお、本稿では、問題の発生経緯を単に並べるだけでなく、可能

な限り当時の JAL の内情を描き出すことに注力した。具体的には、第 1 に、経営理念5に着

目することで、当時の経営者の思いや「組織と人を巡る問題」に対する認識を確認したこ

と、第 2 に、JAL の社内報である『おおぞら』を参考資料として用いたことである。『おお

ぞら』は、1960 年 5 月より、従業員間の関係を円滑にすることを意図して毎月発行されて

いた社内報である6。その内容を見てみると、一般的な社内報とは異なり、経営トップと従

業員とがその時々の組織問題についてダイアログを開催している様子や、組織が抱える問

題に対する従業員アンケート／ヒアリングの結果が掲載されているなど、JAL の内情を知

る上で貴重な一次資料となるものである7。幸いなことに、『おおぞら』は国会図書館および

航空図書館に所蔵されており、欠番もあったが、その多くを入手することができた。両図

書館に所蔵されている『おおぞら』の一覧は巻末に示してあるので、そちらを参照された

い8。  

                                                  
4 本稿は、大塚・藤原の共同作業によるものであるが、執筆にあたっては、主に第 1 章を大塚が、

第 2 章を藤原が担当した。 
5 本稿においては、経営理念を広義に捉え、明文化の有無に拘わらず、経営者が組織内の統合を

図ることを目的として発する言葉やスローガンも含めることとする。なお、『日本航空 20 年史：

1951-1971』においては、経営理念という言葉の他にも「社是」という用語が用いられていたが、

これも経営理念と同義として捉えることとする。 
6 『JAL グループ 50 年の航跡』デジタルアーカイブを参照。なお、『おおぞら』は 1993 年 10
月号をもって廃刊されている。 
7 この他にも、例えば日航法改正の解説やその時々の政府の航空政策に関する見解、研究者によ

る論稿、外部ステークホルダーを交えてのダイアログの開催が行われるなど、一企業の社内報と

してだけでなく、航空業界誌のような性格を持ち合わせているとも言える内容になっている。 
8 『おおぞら』の収集にあたっては、航空図書館の職員の方々に大変お世話になりました。この

場をお借りして御礼申し上げます。 
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第 1 章 日本航空の設立経緯と創業の理念  

 

本章で取り扱う創業期の 10 年間(1951 年～1961 年)は、日航史において極めて特異な時

代であった。それは、JAL の企業体質を批判する際にしばしば持ち出されるような、官僚

的対応、労使の対立、ストなどといった問題の多くが、際立った形で強調されることがな

かったためである。さらに言えば、この時代は、それ以降の時代において次第に失われて

いく組織としての一体感や連帯感が備わっていた唯一の時代でもあった。この点を取って

みても、創業期の10年間は、JALの中に独特な雰囲気が醸し出されていた時代なのである。 

本章では、JAL が設立されるまでの経緯を簡単に確認した後、創業期の JAL が、おおよ

そどのような社風を持ち、どのような価値・理念によって組織としての一体感が醸成され

ていたのかをみていく。 

 

第 1 節 日本航空の設立経緯 

JAL は長い間、半官半民の形態で組織運営がなされていたため、国策会社としてのイメ

ージが強いかもしれないが、同社の歴史は、その前身にあたる日本航空(旧)という純民間企

業の発足(1951 年 8 月 1 日)をもって幕があがる。そこで、まずは終戦から日本航空(旧)の設

立までの経緯を確認したい。 

 

第 1 項 日本航空(旧)の設立 

第二次世界大戦の敗戦を受け、日本の復興は占領軍による対日政策から始まった。その

基本政策は、「民主化・非軍事化」であり、そこでは農地改革や財閥解体、労働組合の育成

をはじめ、軍事能力の徹底的排除が目指された。民間航空もまた、その一環として厳しく

規制が加えられることとなり、1945 年 11 月 8 日、占領軍によって民間航空禁止に関する

指令が発せられた。この司令は、航空機の運航、保有、開発、製造、修理から、学術研究、

資料の収集に至るまで、航空に関連するすべての活動を日本人の手から取り上げる厳しい

ものであった1。その後、日本の民間航空が再開されるまでには、6 年にも及ぶ歳月を待た

なければならなかったのである2。 

占領軍による厳しい対日政策は、世界情勢の変化によって次第にその方向が転換されて

いくこととなる。とりわけ、1940 年代後半における米ソ対立の激化と、翌 1950 年の朝鮮

戦争の勃発により、占領軍による諸規制は緩和されていく。アメリカは、対共産圏対策の

                                                  
1 『日本航空 20 年史：1951-1971』、pp.11-12。 
2 もっとも、この 6 年間に日本の民間航空の復興を目指した試みが何ら行われてこなかったのか

と言われればそうではない。例えば、戦後まで航空行政を担当してきた運輸省航空局は解体され

たが、その後、占領軍のための航空保安諸施設の維持・管理を名目に、逓信省電波局内に設置さ

れた航空保安部は、後の民間航空再開の際の人的温床となっていた。『日本航空 20 年史：

1951-1971』、pp.13-14。 
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一環として、日本の工業化を承認し、航空事業もまた、限定的・変則的な形ながら、民間

に限って許可しようという方向に歩み出すのであった3。朝鮮戦争勃発の翌日の 1950 年 6

月 26 日、占領軍は「日本国内航空輸送事業運営に関する覚書」を通達し、日本に対して国

内航空輸送業の設立を許可した。ただし、この通達には、「1945 年 9 月 2 日から 1950 年 1

月 1 日までに許可を得て日本に乗り入れられている外国航空会社によって指定され、また

は、それらによって組織され、かつ出資される 1 つの会社に限って申請の資格がある」と

の条件が付されており、日本人による会社の設立を認めるものではなかった4。この通達に

より、日本の航空主権はその回復に一歩近づけたかのように思われたが、日本政府はこれ

をそのまま受け入れようとはしなかった。覚書の条件に合致する外国企業は、ノースウエ

スト航空など 7 社に限られていたが、これら 7 社が共同で日本法人を設立し、日本の独立

後の航空権益の獲得を目論んでいたために、日本政府はこれを阻止し、日本の航空権益の

回復を目指そうと試みたためである5。 

ちょうどその頃、米国の民間航空局長から日本の航空保安部長の松尾静磨(後の JAL2 代

目社長)に対して、次のよう提案が持ち出された。それは、「日本は講和条約の調印前である

ため独自の立場で飛行機を運航することはできないが、まず日本で会社を作り、それを外

国の会社に委託してはどうか」というものであった6。米国民間航空局長の進言により、占

領軍もこの案を了承し、日本政府側も松尾の相談に応じる形でこれを了承した。こうして、

「日本資本による国内航空運送事業許可の覚書」が 1951 年 1 月 30 日に占領軍から日本政

府に手交され、日本の航空主権はその回復に向けて一歩前進した。この通達は、航空機の

改良、製造、組み立て、所有、運航を除いて、日本企業による国内航空事業を許可すると

いうものであり、変則的ではあるが、ここに約 6 年に及ぶ民間航空の空白期の一応の終焉

をみるのである。この通達に基づき、同年 2 月 23 日に国内航空運送事業令が改正され、1

社に限り航空会社の営業部門のみを日本人が担当することが承認された。 

この一枠を巡って 5 社(日本航空(藤山系)、日本航空(尾崎系)、国際運輸(波多野系)、日本

航空輸送(鈴木系)、日本航空輸送(青木系))が申請を行い、邦人航空会社による免許申請は熾

烈を極める状況となった。このような競争状況にあったため、政府は免許交付に先んじて、

航空庁(航空保安庁を改組したもの)を中心に申請 5 社の互いの長所を生かし、欠点を補わせ

る見地から念入りに指導をおこない、藤山氏を代表とする日本航空に他の 4 社が合流する

ように指導をおこなった7。最終的には、日本航空(藤山系)が日本航空(尾崎系)と日本航空輸

送(鈴木系)を吸収する形で、1951 年 5 月 22 日、日本航空は運輸大臣から国内航空運送事業

                                                  
3 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.15。 
4大河内暁男「民間航空輸送編 パート 1」『日本航空史 昭和戦後編』、日本航空協会編、p.249、
1992 年。 
5 松尾静磨『日本の航空』東洋書館、1956 年、p.30。 
6 日本経済新聞社編『私の履歴書』(松尾静磨)、1962 年、p.270。 
7 伊藤良平「自主運行まで」『日本航空年表―写真と証言で綴る 70 年』、1978 年、p.74。 
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の営業免許状を下付された。営業免許を得た日本航空は、1951 年 7 月 31 日の設立総会を

経て、1951 年 8 月 1 日に資本金 1 億円をもって設立されるに至った。その約 3 ヵ月後とな

る 1951 年 10 月 25 日、翼に日の丸を描いた民間航空再開 1 番機が、当時の運輸大臣や航

空庁長官、柳田初代社長をはじめ、多くの関係者によって見送られながら、羽田から大阪

を経て福岡に向けて飛び立っていった。 

 ところで、日本航空(旧)はなぜ政府による全面的な補助や出資のもとで設立されず、純民

間企業としてスタートを切ったのであろうか。国際的に見ても、多くの資金を要する航空

事業においては、政府による手厚い補助によってその育成が図られることが一般的であり、

政府出資がなされることも普通であった8。そのような中にあって、なぜ日本では政府出資

による会社設立がなされなかったのであろうか。この理由について、巻幡(1975)は、次の 3

点を挙げている。第 1 は、外交的な配慮である。すなわち、平和条約の発効前の微妙な時

期において、航空事業という軍事的要素のあるものの復興に対し、政府が積極的態度を表

明することは遠慮した方が無難であったということである。第 2 は、国内における無理解

である。大蔵省の担当者の中には、「国民が明日の米を買う余裕もない中で飛行機を飛ばす

など贅沢なことだ」などと考える者もいたという。第 3 は、政府による補助が必ずしも必

要ではなかったためである。通常、航空会社を立ち上げ、飛行機を飛ばそうとすれば、航

空機を購入しパイロットを育成し、整備員を雇用しなければならず、それに要する費用は

決して安価なものではない。だが、日本航空(旧)の場合には、航空券の販売活動のみが許さ

れていたに過ぎず、運行面については「借り物の飛行機と借り物のパイロット」で空を飛

ばしていたため、運航に要する資金を自前で調達する必要はなかったのである9。 

 

第 2 項 もく星号の死亡事故 

日本航空(旧)の設立は、我が国の民間航空再建の重要な第一歩であったが、その実情は既

に述べたように単に営業活動(航空券の販売)のみが許可されるといった、極めて限定的なも

のであった。実際の運航や整備などは、ノースウエスト航空との委託運行契約(1951 年 10

月 11 日調印)により、同社が引き受けることになっていた。日本航空(旧)は日本人による日

本の航空会社でありながらも、航空機の操縦や整備などの一切の役務はアメリカ人によっ

て行われていたのである。こうした状況を変える契機となったのが、「もく星号事件」であ

る。    

                                                  
8 例えば、1951 年末における各国の政府出資の割合を見てみると、イギリス、オーストラリア、

フランスにおいては 100％、オランダが 99.93％、ベルギー、スウェーデン、ノルウェーが 50％、

インドが 49%、イタリアが 47%といったように、政府出資という形で各国政府が航空事業への

助成を行っている(フランスとオランダは 1953 年末)。『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.65。 
9 巻幡静彦「日航法成立の背景」『日本民間航空史話』、1975 年、pp.396-398。また、巻幡によ

れば、国内航空の営業許可申請を巡って、5 社もの出願が競合するほど民間の企業意欲も盛り上

がっていたということに加え、はじめから政府保護の温床に眠るよりも、徹底した合理化が期待

できようという思惑などから、一先ずは純民間企業で出発しようということになった。 
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ノースウエスト航空との委託運行契約の調印から約半年後の 1952 年 4 月 9 日、東京発大

阪経由福岡行の「もく星号」は、乗客 33 名と乗員 4 名の計 37 名を乗せて羽田を離陸した。

ところが、離陸後間もなく予定航路上にある伊豆大島の三原山に衝突し、乗員乗客全員が

死亡するという大惨事に発展した。 

日本航空(旧)にとって、もく星号事件は 2 つ点で大きな意味を持っていた。第 1 に、自主

運行への機運が高まったことである。この死亡事故を契機として、運航・整備会社にとっ

てまさに「かなめ」ともいうべき部門を他人に任せざるを得ない変則経営の欠陥に終止符

を打ち、自主的な運航・整備の実現を図ることが焦眉の急務であるとする点で、全社的な

コンセンサスが形成されることとなったのである10。第 2 に、航空会社にとっての至上命題

が安全運航であることを、経営陣をはじめ全社員が共有できたことである。2 代目社長の松

尾静麿によれば、もく星号事件は、日航社員を集結する力となり、和の精神が全社員の骨

肉と化したと同時に、安全への重要性も社員の骨の髄まで染み込んでいったのである11。 

 

第 3 項 日本航空(新)の創立 

 もく星号事件の発生から 1 ヵ月も経たない 1952 年 4 月 28 日、サンフランシスコ平和条

約が発効され、日本の航空主権は回復した。だが、日本航空(旧)においてはノースウエスト

航空との委託運行契約が満了となるまでにはまだ半年の期間が残されていたため、同社の

自主運行は、同契約の満了を待って、1952 年 10 月 25 日から開始されることとなった。し

かしながら、日本航空(旧)の経営は決して順風満帆とは行かなかった。運行、整備の技術面

においても、また、営業においても駆け出しの日本航空(旧)には問題が山積みという中、そ

こに資金の重圧、外国航空会社の攻勢といった具合に、まさにエンスト寸前の状態にあっ

た12。民間航空の空白の 6 年の間に、諸外国の航空会社は着々と成長を遂げてきた一方で、

資金力の乏しい小さな民間企業である日本航空(旧)には、旅客を運ぶ飛行機を購入すること

すら容易ではなかったのである。 

 さらに言えば、日本航空(旧)が競争すべき相手は外国企業だけに留まらなかった。日本航

空(旧)がノースウエスト航空との運航委託契約の満了を待って自主運行に備えている間に、

新たに航空事業への参入に名乗りをあげる企業が登場し始めたのである。1952 年には、日

本観光飛行協会(後の日東航空、7 月 4 日)、日本航空宣伝協会(後の藤田航空、9 月 13 日)、

極東航空(12 月 26 日)、日本ヘリコプター輸送(後の全日本空輸、12 月 27 日)が設立され、

まさに企業乱立の様相を呈していた13。国際線についても、その免許取得に際しては、日本

航空(旧)の一人勝ちというわけではなく、他にも名乗りを挙げる会社が出てきたのであった。

                                                  
10 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.32。 
11 松尾(1962)、前掲書、pp.70-79。 
12 巻幡(1975)、前掲書、p.396。 
13 1953 年に入って中日本航空(3 月 23 日)、北日本航空(6 月 30 日)、東亜航空(11 月 30 日)が設

立され、1954 年には南日本航空、大和観光航空が設立された。大河内(1992)、前掲書、p.253。 
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具体的には、日本航空(旧)は 1952 年 9 月に国際線の免許申請をおこなうが、この他に海運

2 社(大阪商船と飯野海運)が国際航空への参入を計画しており、3 社競願という形になった。 

 こうした状況の中、1952 年 11 月、政府は「わが国民間航空の再建方策」を答申し、民

間航空のあり方に関する基本方針が明らかとされた。その要点は次の通りである。まず国

内幹線については全国を 2 ブロックに分け、各社 1 社程度を認めると同時に、幹線とロー

カル線の分業体制が描き出され、また国際運航については、保護育成の観点から、さしあ

たり 1 社とすることが確認された。このように、国際線に関しては 1 社のみに免許を交付

する方針であったが、最終的には、国際線を担当する新会社(特殊法人)に日本航空(旧)を吸

収させる運びとなり、同社は国際線を担当する新会社の中心となることが約束されたので

あった14。 

 新会社の設立に先立って、1953 年 8 月 1 日に「日本航空株式会社法」が公布施行され、

ここに日本航空(新)の設立に向けた法的基盤が築かれた。同法は、政府の後ろ盾によって国

際航空企業を育成するための法律であり、政府出資(第 3 条)や社債限度額の特例(第 5 条)、

補助金(第 8 条)、政府所有株式の後配制(第 10 条)といった助成措置が定められている。他

方では、定款の変更や利益処分、合併および解散に対する許可、年度事業計画書、資金計

画、収支予算の提出などを義務付けるなど、政府による監督が伴っていることも特徴の 1

つである。要するに日航法は、日本航空(新)の運営に国家的見地と公共性を持たせ、同時に

民間の創意工夫と積極性を活かし、「お役所仕事」的にならない経営と同時に、その反面、

利益追求のみに走ることを規制しているのである15。その後、定款の承認や役員人事といっ

た、会社設立に係る事務事項を完了させ、1953 年 10 月 1 日、旧会社の権利・義務の一切

を継承し、国内幹線の担当者として、また国際線においては日本で唯一の運航者として日

本航空(新)が発足した。 

 以上が戦後の民間航空の空白期から日本航空(旧)の設立を経て、日本航空(新)の発足まで

の経緯を簡潔に整理したものである。本節では、日本の民間航空の再建という観点から、

航空史的な整理をおこなうことに主眼を置いていたため、JAL という個別企業の内部にま

で迫った記述は行わなかった。そこで以下、節を改めて、創業期の JAL がどのような特色

を持った会社であったのかをみていきたい。その手掛かりとして、本稿では、JAL の創業

の理念に着目する。創業の理念を見ることによって、当時の JAL の組織的特色を垣間見る

ことができると考えられるためである。 

 

 

 

                                                  
14 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.53。 
15 伊藤良平「日航法による日本航空設立」『日本民間航空史話』、1975 年、p.86。 
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第 2 節 創業の理念と創業期の社風 

 

第 1 項 創業の理念：「和の精神」と「社業の積極的参加」 

 JAL の初代社長である柳田誠二郎は、新会社の発足に際して、「和の精神」と「社業への

積極的参加」の 2 つを新会社の創業の理念として全社員に訓示した。柳田によれば、これ

ら 2 つの精神は、旧会社が発足して以来、2 年の歳月をかけて組織の中につちかわれた社風

とも呼べるものであり、新会社を盛り立てていくために一層求められる精神であるとして

いる。これ以降も柳田は、社長を退任するまでの間、特に「和の精神」の重要性を繰り返

し従業員へ説いてきた16。柳田によれば、「和の精神」とは会社設立の根本精神であり、同

時に和の上に立ってあらゆる問題を検討し、お互いに切磋琢磨することを意味し17、また「社

業への積極的参加」とは、各自の仕事の目的を理解し、その目的のために分に応じ、全力

を尽くすことを意味する18。新会社の発足にあたり、柳田は、旧会社以来つちかわれたこの

2 つの精神を一層強力に堅持しつつ、政府の助成に溺れず、しかも事業の公共的使命を自覚

して、諸外国に伍しつつ国際線の運営に全力を尽くすべきであると社員一同に説いたので

あった19。 

それでは、なぜ「和の精神」や「社業への積極的参加」が創業の理念として掲げられた

のであろうか。換言すれば、なぜこの 2 つの精神が創業の理念として必要とされたのであ

ろうか。結論を先取れば、これら 2 つは、JAL に特有の経営理念というものではなく、類

似した言葉で多くの企業によって掲げられているものであるが、こと JAL においては、よ

り一層 2 つの理念が求められる状況に置かれていたということである。 

まず、「和の精神」の必要性については、旧会社の設立時に関わってくる。すなわち、既

述の通り、旧会社は、尾崎系、鈴木系といった社風の異なる会社を吸収するという「三社

合同の寄合企業」としてスタートしているという点にその特徴があるわけだが、航空事業

に対する考え方についても、それぞれ異なる見識を持っており、対立する場面もあった。

例えば、尾崎グループは、「新たな民間航空会社は戦前・戦中の航空会社の「再建」ではな

く、「新生」の航空会社であるがゆえに、過去の航空界、航空会社における一切の派閥、ト

ラブル等を再び持ち込まぬ事」と述べて、旧大日本航空系の藤山グループを間接的に批判

している20。また、会社設立に際して、財務的な安定性の確保に主軸を置いていた藤山グル

ープに対して、パイロット出身者や運航業務担当経験者を多く擁した尾崎グループからは、

                                                  
16 ことあるごとに和の精神を説いてきたため、「また社長の和のお談議か」と陰口が言われるに

至ったほどである、と柳田は社長を退いた後に自身の社長時代を振り返っている。柳田誠二郎「日

本航空社長時代の回顧」『日本民間航空史話』、1975 年、p.425。 
17 柳田誠二郎(1975)、前掲書、p.425。 
18 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.80。 
19 『日本航空 20 年史：1951-1971』、pp.80-81。 
20 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.19。 
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藤山グループの営業計画や運航計画に周到さが欠けるとして批判が出された21。これに関し

て、藤山グループの中には、「現時点で技術者は不要であり、技術面はアメリカに任せてお

いて、我々は営業のみを扱えば良い」と考える者もいたようであったが、尾崎グループは、

将来の発展に備えて現段階から世界と競争するといった姿勢を持って、技術陣を整える心

構えがなければならないと考えていた。いずれのグループも民間航空の再開を夢見る人々

の集まりであったという点では共通しているが、具体的な経営方針などについては必ずし

も一致していたというわけではなかった。ここに、柳田の言う「互いが心を広くし、寛容

の精神を持ち、互いが理解し合って、共に手を携えていく22」という和の精神が求められた

理由がある23。 

和の精神が尊重されなければならなかった理由はこれだけではない。2 代目社長の松尾静

磨は、柳田が「和の精神」の重要性を説き続けた背景について、概略、次のように説明し

ている。 

 

「民間航空の復興にあたり、飛行機も資本もなく、残されたのは人だけであるという状況にあ

って、人の力を終結する以外に道はなく、また当時の社員の構成を見てみても、一握りの戦前の

民間航空関係者を除けば、元教員や元会社員、中小工場主といったような航空素人の集まりであ

ったため、この点からしても「人の和」が事業運営に欠かせなかった24」。 

 

このように、「和の精神」とは、第 1 に、旧会社が経営方針の違う会社の合併によって発

足したこと、第 2 に、航空業界に無縁だった人たちの寄せ集まりによって発足したという

背景により、人の和をもって一致協力することが組織運営上欠かすことができなかったの

である。新会社の発足にあたっても、人の和を重んじ新会社を盛り立てていくという覚悟

が益々求められることを柳田は強調している25。 

 

旧会社の設立以来つちかわれた 2 つ目の精神、すなわち新会社における創業の理念の 2

つ目は、「社業への積極的参加」であった。旧会社の設立経緯を見ても分かるように、設立

に携わった人々は皆「日本の民間航空の再開」を夢見る人たちばかりで、それに向けて各

                                                  
21 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.18-19。 
22 柳田誠二郎「和の精神をいつまでも」、日本航空社内報『おおぞら』、1971 年 11 月号、p.16。 
23 これに加えて、柳田は、自身が社長就任中に和の精神を説き続けた理由として、国際競争に

おける遅れを取り戻すには社内の一致協力が不可欠であると信じていたこと、内部の不和によっ

て業績が低迷した会社や、逆に社内の一致奮闘によって社運を挽回した会社もあると見聞したこ

となどを挙げている。柳田誠二郎(1975 年)、前掲書、pp.425-26。 
24 松尾静麿『空に生きる―魂ある繁栄のために―』、ダイヤモンド社、1966 年、pp.14-15。な

お、柳田自身も銀行出身で、言わば航空業界に関しては全くの素人であったということもあり、

相互理解のもとで人の和を結集することの必要性を身に染みて感じていたのかもしれない。 
25 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.80。 
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人が積極的に社業に関わってきた。だが、柳田は新会社の性格上、旧会社の時に比して各

人の一層の努力が必要になることを訴えた。すなわち、「政府助成の上にあぐらをかくこと

なく、気を引き締めて事業の発展に臨まなければならないこと」「新会社には公共的使命が

より一層重視され、これに従事する者の責任が重くなったこと」などを指摘し、社業の発

展に際してはこれまで以上に各人の努力が期待されると述べている26。 

「社業への積極的参加」という理念には、これに加えて「創業期の苦難」を乗り切る必

要性からも求められていたように思われる。どのような会社であっても、事業が軌道に乗

るまでは財務的に厳しい状況を経験するものであるが、JAL においては、航空業界の性質

上、一般的な企業以上に多くの資金をスタートアップ期に要するという特徴を持っていた。

航空機を購入するのに数十億円を要し、また、パイロットを一人育成するのにも数億円も

のコストが掛かるといった具合である。旧会社の場合においては、既述の通り「借り物の

飛行機と借り物のパイロット」で利用客を運んでいたため、自前で飛行機を購入する必要

もなければ、自前でパイロットの育成に掛かる費用を負担する必要もなかった。だが、新

会社にあっては ―政府による補助金はあったにせよ― 基本的には自前で用意しなければ

ならなくなった。 

実際に JAL は、新会社の設立から 3 期連続で赤字を計上し、1955 年 3 月末時点の累積

赤字は 15 億円にまで膨れ上がった。1954 年 2 月 2 日には、念願であった国際線の第 1 便

がサンフランシスコに向けて飛び立ったが、その時の乗客は僅か 21 人(うち有料客は 5 名)

という状況であり、その後も新生 JAL の業績は決して明るいものではなかった。当時は依

然として「飛行機は危ないもの」という社会一般の認識が高かったことに加えて、海外で

も「神風パイロット」と呼ばれるなど、集客に困難を極める時期が続いたのであった27。JAL

としては、当初の赤字は覚悟していたとはいえ、新会社の設立時の資本金が 20 億円、1955

年 3 月末時点の資本金が 33 億円であったことからみて、予想外の大幅赤字であったといえ

よう28。そのため、創業時の苦難を乗り切るには、従業員一人ひとりが社業の発展に積極的

に貢献することが求められたのである。 

  

                                                  
26 柳田誠二郎「新会社発足にあたって(社長訓示)」『社報』、1953 年 10 月 1 日、pp.2-3。なお、

原本を入手することができなかったため、本稿においては、『日本航空 20 年史：1951-1971』、
p.80 を参考とした。 
27 創業期の苦難を乗り切るために、全社的な広報・宣伝活動や販売活動強化に向けた取り組み

が行われており、その具体的な内容については『日本航空 20 年史：1951-1971』に詳しいが、

柳田社長も一般従業員と同様にセールス及び PR 活動に奔走していたのであった。例えば、「飛

行機は危ないもの」という社会的なイメージを払拭するために、積極的に外部講演を引き受け、

統計学を使って「飛行機の安全性」を訴え続けた。柳田によれば、「飛行機で産声をあげた赤ん

坊が、その後その飛行機に乗り続けていた場合、はじめて事故に遭うのは、その赤ん坊が 70 歳

になった時」だという。柳田(1975)、前掲書、p.424。 
28 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.106。 
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第 2 項 創業期の社風 

 本章の冒頭でも触れた通り、創業期の JAL は、官僚的な顧客対応やストなどといった、 

しばしば同社に対する批判として持ち出される問題の多くが、表立った形で強調されるこ 

とのなかった唯一の時代であった。本章を締め括るにあたり、創業期の JAL に特有の雰囲 

気あるいは社風とも言うべきものが、どのような特徴を持っていたのかをみていきたい。 

無論、その全てを論じることはできないが、少なくとも次の点については創業期の JAL の 

特色として言及することできる。すなわち、JAL の創業の歴史に携わった人々の多くが、「日 

本人による民間航空の再建」という共通目的と「航空立国」に役立とうとする気持ちを持 

っていたことである29。失われた日本の空を取り戻し、「日本人の手で飛行機をもう一度飛 

ばす」「国際線を成功させる」「会社を何とかして発展させる」という共有目的の達成に向 

けて、当時の社員は献身的な努力を払っていたのである。4 代目社長の高木養根は、創業期 

を次のように振り返っている。 

 

「創立当時は本当に飛行機の好きな人ばかり集まって、とにかくこの会社を発展させるんだとい

うことで夢中でやってきた。当時は「将来の道は自分たちで切り開くんだ」という明るさがあっ

た。非常に厳しかったが、皆やる気に燃えていた。全社員があらゆる障害を乗り越えて、心を込

めて飛行機を出した30」。 

 

 また、2 代目社長の松尾は、創業当時の従業員は「感謝の気持ちから、1 人のお客、1 つの

郵便物を心から大事した」と振り返り、こうした創業期の人々の努力の積み重ねが JAL の

成長の礎になっていることを自らの社長時代に述べている31。 

 

 このように、JAL が戦後初めて誕生した時、社長から以下、社員一人ひとりが翼を失っ

た日本の航空輸送事業を是が非でも一人前に育てあげようという意気込みに燃えていた32。 

このような言わば「同志的集団」であったこともあって、社内には柳田が繰り返し説いて

きた「人の和」、そうした「家族主義的雰囲気」が醸し出されていったのである33。 

 

                                                  
29 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.7。 
30 高木社長(4 代目)の回顧録より。「全社の心が一つになった：愛の救援機―」『おおぞら』、1985
年 3 月号、p.10。 
31 松尾(1962)、前掲書、p.272 
32 中央訓練所所長の回顧録より。「社風とは」『おおぞら』、1962 年 6 月号、p.29。また、創業

期の JAL には、「国からの援助はあまり期待できないため、自分たちで道を開いていくというフ

ァイトがあった」などと当時の様子を語る声もある。「わが社のフライトプラン」『おおぞら』、

1963 年 4 月号、p.2。 
33 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.7。 



13 
 

小括 

 本章では、戦後の民間航空の空白期から JAL の創立までの経緯を確認したのち、創業の

理念および創業期の JAL の雰囲気や社風がどのようなものであったのかを確認した。JAL

の前身にあたる日本航空(旧)は純民間企業として設立されることになったが、人の和を集結

し、社員一人ひとりが社業へ積極的に参加しようとする気概に溢れていた。旧会社の時代

につちかわれた「和の精神」と「社業への積極的参加」の 2 つの精神は、そのまま新会社

の創業の理念として受け継がれていった。この 2 つの創業の理念は、当時の JAL の社員の

精神的な拠り所となっていたと考えられるが、それを強固たるものにした要因は、共通目

的の存在であったと考えられる。すなわち、「日本人による民間航空の再建」「国際線を成

功させる」「自分たちの手で会社を一人前に成長させる」といった共通目的が、創業期の JAL

をして、社員一人ひとりの献身的な努力の原動力となり、一致協力のもとで組織運営がな

されていったのである。 

しかしながら、本章において繰り返し強調しているように、創業期の理念、とりわけ「和 

の精神」は次第に薄れていき、組織としての一体感や連帯感といったものが失われていく

ことになる。会社の利益を無視し自らの権利を主張するストライキ、全体最適ではなく部

分最適を重視するセクショナリズム、これによる全社的なコミュニケーションの不足、経

営と現場の乖離、官僚的な姿勢は、2010 年の経営破綻まで JAL が払拭することのできな

かった問題であるが、結局のところ、いずれも「和の精神」の希薄化に起因するものであ

ると言えよう。こうした問題は創業から僅か 10 年後の 1960 年代初頭に現れはじめる。次

章では、第二創業期にあたる 1960 年代を中心に、「組織と人を巡る問題」の発生経緯を確

認していく。
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第 2 章 1962 年危機と組織改革1 

  

1961 年 1 月 25 日、柳田誠二郎が海外経済協力基金の総裁に任命され、代表取締役社長

の職を辞し、これを受けて、松尾静磨が JAL の 2 代目社長に就任した。しかし、松尾体制

となった JAL の船出は、決して順風満帆ではなかった。国際競争への本格的な参入に加え、

国内線を巡る競争環境が変化する中で、JAL は、赤字経営へと転落する「1962 年危機」に

直面することとなる2。また、1960 年代の JAL は、日本航空整備会社（以下、「日整」と略

記）との合併や組合意識の高揚など、経営面でも新たな局面を迎えることとなるが、これ

が 2010 年の経営破綻まで続くセクショナリズム、労使対立、官僚的対応などの根深い組織

問題を発生させる契機となるのであった。 

本章では、1962 年危機に始まる組織改革に焦点を合わせ、当時の競争環境や経営方針お

よび経営理念を、社内報『おおぞら』に記されている社員の証言に照らし合せることで、

JAL が抱えていた「組織と人を巡る問題」の実状をみていく3。 

 

第 1 節 1962 年危機の背景 

JAL を 1962 年危機に陥らせた直接的な原因は、競争環境の変化に起因するものであった。

ここに言う競争環境の変化とは、具体的には「ジェット化時代の到来」、「日本の高度経済

成長」、「全日本空輸株式会社（以下、「ANA」と略記）の国内幹線への進出」の 3 つを指す

4。本節では、JAL を取り巻く上記 3 つの競争環境の変化について、その概要をそれぞれみ

ていく。 

 

                                                  
1 本章は、社史『日本航空 20 年史：1951-1971』と社内報『おおぞら』を主要参考文献として、

議論を展開している。可能な限り引用元となった一次資料の収集に努めたが、『日本航空 20 年

史：1951-1971』については、入手不可能な当時の社内資料などが引用元となっていることも多

く、それらの資料を全て収集することができなかった。本章では、『日本航空 20 年史：1951-1971』
の頁数と併記する形で、引用元の資料を示すことにする。 
2 『日本航空 20 年史：1951-1971』では、赤字経営に転落した 1962 年を「1962 年危機」と表

現している。本章でもこれに合わせ、同じ表現を用いることとする。『日本航空 20 年史：

1951-1971』、p.211、p.222。 
3 1960 年代における JAL の組織改革は、3 つの時期に大別できる。第 1 の組織改革は松尾の社

長就任時（1961 年）、第 2 は「1962 年危機」を受けて（1963～66 年）、第 3 はジャンボ機導入

前（1967～72 年）に実施されている。本章では、第 2 の組織改革を対象としている。これは、

本文でも述べたようにこの時期が「組織と人を巡る問題」の発端になったと考えられるためであ

り、また筆者が入手できた社内報『おおぞら』がこの時期に限定されているためである。なお、

筆者が入手した『おおぞら』は、巻末の一覧を参照されたい。 
4 1960 年代には、日本の航空業界で多くの変化があった。本章では取り上げないが、その代表

的なものとして「国内航空の再編成」、「航空事故の多発」、「航空機騒音と環境問題」があげられ

る。その概要は、大河内暁男「民間航空輸送編 パート 1」『日本航空史 昭和戦後編』、日本航空

協会、1992 年、pp.271-281 を参照されたい。 



15 
 

第 1 項 競争環境の変化 

「歴史上未曾有のすぐれた輸送機関」と称されるように、ジェット化時代の到来は、世

界の航空業界に著しい変化をもたらすこととなった5。ジェット機は、従来のプロペラ機の

2 倍のスピードで飛行が可能であり、さらに容量、客席、貨物搭載量は 2 倍以上となる。つ

まり、ジェット機は、プロペラ機と比べ 4 倍以上の輸送力を誇る輸送機関なのである6。 

1958 年より、世界の主要航空会社は、ジェット機の導入を進めていくことになるが、JAL

によるジェット機の導入は、世界から遅れること約 2 年後の 1960 年 8 月となった7。この

僅か 2 年の遅れは、積み取り率の著しい減退という形で JAL の経営に重く圧し掛かる結果

となった。とりわけ、アメリカの航空会社であるパンアメリカと競争を行っていた太平洋

路線の収入減少が著しく、1958 年度に黒字であった同路線は、1959 年度と 60 年度には赤

字に転ずることとなった8。さらにパンアメリカに加え、JAL は、イギリスの英国海外航空、

西ドイツのルフト・ハンザ航空、イタリアのアリタリア航空、アラブ連合のアラブ連合航

空などの欧州や中近東の航空会社とも国際競争をしていかなければならなかった9。しかし

ながら、このような状況にあっても、JAL は、機材の革新や国際路線の拡充を積極的に進

めていった。中でも、競争が最も激しい路線と言われ、エール・フランス、オランダ航空、

スカンジナビヤ航空、英国海外航空など、世界に名高い航空会社が就航していた南回り欧

州線の開設(1962 年)は特筆に値する10。 

 この頃、国外だけではなく、国内においても JAL を取り巻く環境に変化が起こっていた。

それは、航空需要の増大である。1959 年の「岩戸景気」に始まり、1960 年末には「国民所

得倍増計画」が発表され、日本の経済成長が加速していく中で、旅客数も増加の一途を辿

っていった11。表 1 は、当時の旅客数の変化を示したものである。国内線の旅客数は、1960

年代に約 13 倍にも膨れ上がった。この航空需要の増大に対し、JAL は、運航便数および路

線拡充、航空機材の大型化および高速化への対応に迫られていた。 

 このように日本の経済成長と合わせ航空需要が増えていくわけであるが、当時の需要増

を享受するのは、必ずしも JAL だけではなかった。なぜなら、1959 年より ANA が国内幹

線への参入を果たしたためである。ANA の幹線参入は、国際線の赤字を国内線の収益によ

                                                  
5 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.175。 
6 松尾静磨『空に生きる―魂ある繁栄のために―』、ダイヤモンド社、1966 年、p.57。 
7 JAL は、パンアメリカのジェット機購入の情報を受け、2 ヵ月遅れでジェット機の発注を行っ

た。しかし、発注時期の差により、JAL が最終的にジェット機を受領するのは、パンアメリカ

から 11 ヵ月余りも遅れることとなってしまった。『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.160。 
8 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.197。 
9 具体的には、1959 年以降、英国海外航空が太平洋路線へ参入し、ルフト・ハンザ航空が南回

り欧州線を開設した。1962 年には、アリタリア航空やアラブ連合航空などの欧州、中近東の航

空会社が東京への乗り入れを開始した。日本航空株式会社社長室編「総括・政策」『日本航空白

書』、日本航空、1962 年、p.28。 
10 松尾(1966)、前掲書、p.125。 
11 大河内(1992)、前掲書、p.262。 
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って補填する「外赤内填」の収益構造であった当時の JAL には軽視できるものではなかっ

た。1961 年末頃には、東京―札幌、東京―大阪の主要幹線において、JAL に先駆けてジェ

ット機を採用していた ANA の座席利用率は、当時まだ国内線にジェット機を導入していな

かった JAL を上回ることとなった12。この機材格差を埋めるべく、同年、JAL も国内線に

ジェット機を導入したのであった13。 

 

表 1. 国内線の輸送・運航実績 

年 旅客数 旅客キロ 有効座席キロ 

 （万人） （百万キロ） （百万キロ）

1960 112 657 928 

1965 518 2,944 4,364 

1970 1,468 8,815 11,528 

出所：大河内暁男「民間航空輸送編 パート 1」『日本航空史 昭和戦後編』、日本航空協会、1992
年、p.266。ただし、統計数値は、「航空輸送統計年報」による。 

 

 以上のように、1960 年代に入り JAL は、「ジェット化時代の到来」、「日本の高度経済成

長」、「ANA の国内幹線への進出」という国内外の環境変化に直面し、その対応を迫られる

中、1962 年には赤字経営へ転落してしまう。それでは、この「1962 年危機」を克服するた

めに、どのような対応が JAL に求められたのであろうか。次項で簡潔にまとめていきたい。 

 

第 2 項 1962 年危機への対応 

 上述した競争環境の変化に飲み込まれ、JAL は 1962 年危機を迎えた。「伸びすぎてバラ

ンスを失った会社14」という言葉で自らを表現しているように、急速な成長を遂げてきた

JAL は、競争環境の変化に対応しきれなかったのである。その原因の 1 つとして、収益構

造の問題をあげることができる。欧米主要航空会社は、ジェット化によって輸送量の増大

が見込まれるため、大量供給の中で利潤をあげる「低原価・低収入」の収益構造にシフト

しつつあった15。一方、JAL は、依然として「高原価・高収入」の収益構造を保っていた。 

特に、国内線の高利用率に多くを依存するあまり、ややもすれば、国際線を含むコストの

                                                  
12 ANA の競争力が JAL を上回った原因として、機材差以外に、遅延度、ダイヤの便利さ、機

内・地上サービス、販売政策、宣伝効果があげられている。「第 4 編 運航分析」『日本航空白書』、

pp.8-9。 
13 政府の方針が、JAL の国内線ジェット化を遅らせた一因としてあげられる。それは、国内線

ジェット化は巨額の外貨を必要とするが、国際線のように外貨獲得に寄与しないという理由のた

めであった。『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.275。 
14 『おおぞら』では、急速な成長テンポに対し、社内態勢が充分に対応できない面が表れてき

たことを、「伸びすぎてバランスを失った会社」という言葉で表現されていた。「38 年度の事業

計画」『おおぞら』、1963 年 4 月号、p.29。 
15 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.222。 
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引き下げという、当時の航空業界にみられた世界的趨勢に立ち遅れがちであった16。 

1961 年においては、ジェット化による需給関係の悪化、内外競争の激化、新規路線開発

費用の増大、新機材購入費用の増大の中、「外赤内塡」という収益構造のゆえに高利用率・

高収入に支えられ、かろうじて黒字を維持することができた。だが、1962 年度に入り利用

率の全般的な低下を受け、収益は赤字へ転落してしまった。これが、JAL が 1962 年危機

に陥落した理由である17。かかる状況の中、JAL は、赤字経営から脱するため、「高原価・

高収入」から「低原価・低収入」の収益構造へとシフトしていく必要があった。より具体

的に言うならば、低原価を達成するための経営合理化を推し進めていかなければならなか

ったということである。 

 ここで、当時の JAL に対して 1 つの疑問が投げかけられるかもしれない。それは、「な

ぜ、JAL が競争の激しい国際線へあえて進出し続けるのか」という疑問である。確かに、

日本国内の需要が増加しているため、競争環境の厳しい国際線の路線拡充を推進していく

必要はなかったのかもしれない。だが、JAL には、国際線へ進出し続けなければならない

理由があった。それは、前章でも確認したように、「日航法」によって規定された、日本で

唯一の国際線の運航者としての役割も当然あったであろう。また、日本の外貨獲得手段と

して国際線の運航が必要であったという理由もあった18。しかしながら、その問いに対する

答えを、国際線を許可された唯一無二の「ナショナルフラッグキャリア19」に対して、松尾

が持つ想いを抜きにして語ることはできない。次節では、松尾の経営方針と経営理念を紐

解くことで、競争環境の中における JAL の位置づけをより鮮明にしていく。 

 

第 2 節 松尾静磨の経営方針と経営理念 

JAL の企業体質に対する批判として、「政府との癒着」という点がしばしば指摘されてき

た20。新生 JAL は、半官半民の特殊法人という形態により、政府の保護を受けながら発展

していく国策会社として設立されたことは、前章で既に確認した。ところが、「政府による

保護」という観点から JAL を見た場合、外国の航空会社に比して必ずしも十分な政府補助

を得られてきたわけではなかった21。松尾が政府に対して不満を漏らしている姿からも、こ

                                                  
16 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.290。 
17 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.288、 p.290。 
18 松尾も国際航空の一つの使命として外貨獲得があると述べている。「受賞者に聞く―セールス

ノン・スタッフ・セールス・コンテストより―」『おおぞら』、1964 年 6 月号、 p.26。 
19 国を代表する航空会社を意味する。日本航空株式会社広報部デジタルアーカイブ・プロジェ

クト編「航空用語解説」『JAL グループ 50 年の航跡』、日本航空、2002 年、デジタルアーカイ

ブ。 
20 町田徹『JAL 再建の真実』、講談社、2012 年、pp.22-24。大鹿靖明『堕ちた翼：ドキュメン

ト JAL 倒産』、朝日新聞出版、2010 年、pp.154-168。 
21 営業収入に対する補助金の比率は、1956 年から 1965 年の累計で、イギリスの英国海外航空

が 12.86%、フランスのエア・フランスが 4.6%、ドイツのルフト・ハンザが 8.4%、北欧三国の

スカンジナビヤが 3.13%であるのに対し、JAL は 0.41%であった。『日本航空 20 年史：
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のことを伺い知ることができる22。つまり、1950 年代、60 年代の JAL は、政府による十

分な援助が当てにならない状況の中で、自らの経営努力によって道を切り開いていかざる

を得なかったのである。その意味において、かつての JAL を批判する際に持ち出されてい

た「政府との癒着」の構造は、この当時はさほど色濃く現れていなかったように思われる。

このような状況の中、JAL は自らが進むべき道をどのように考え、何を羅針盤として歩ん

でいったのであろうか。この答えは単純ではないかもしれないが、「日航の生みの親であり

育ての親23」と言われる松尾の経営方針および経営理念から、その一端をみることができる。 

そこで本節では、1962 年危機が発生した時期の松尾の経営方針および経営理念を確認す

る。なお、ここでは、松尾が JAL の方針として明確に打ち出しているものを「経営方針」、

一方、彼の思想や考え方を「経営理念」として区別している。 

 

第 1 項 松尾静磨の経営方針 

当時の JAL の経営方針をみていく上で、まず松尾のナショナルフラッグキャリアに抱く

想いを確認する必要がある。なぜならば、当時の JAL の経営方針が、その想いに基づくも

のであると考えられるからである。松尾は、社長就任時に以下のように語っている。 

 

「私は、日航創立以来の私の信念、安全第一の信用をもって、日航を名実ともにナショナル・キ

ャリアーにもっていくこと、これを念願とした24」。 

  

これは、松尾のナショナルフラッグキャリアへの想いを如実に表している。それでは、

この「名実ともにナショナル・キャリアーにもっていくこと」とは具体的に何を意味する

ものなのであろうか。この点についても、松尾の発言から理解することができる。 

 

「なぜ、私がこの激烈な競争のなかに、あえて切り込んでいったか。それは、ナショナル・キャ

リアーとして、世界一周路線の完成を目指していたからである25」。 

  

これが、松尾のナショナルフラッグキャリアに込めた想いである。ナショナルフラッグ

                                                                                                                                                  
1951-1971』、p.339。 
22 松尾(1966)、前掲書、pp.64-66。「航空論議：松尾社長・大宅壮一氏」『おおぞら』、1965 年 3
月号、p.9。 
23 「きのう・きょう・あした―近代交通体系のながれ―」『おおぞら』、1961 年 10 月号、p.1。
柳田誠二郎によれば、柳田時代より JAL は、金融面では柳田が、運航面では松尾が担当してき

たと語っている。このことが、松尾のことを「日航の親」と言わしめる所以であろう。柳田誠二

郎の証言より。「座談会 思い出を語る」『おおぞら』、1973 年 12 月号別冊（松尾会長追悼号）、

p.9。 
24 松尾(1966)、前掲書、p.124。 
25 松尾(1966)、前掲書、p.125。 
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キャリアとして、世界一周路線を達成し「世界の日航」になるためにも、JAL は、先述し

た競争の激しい路線であっても果敢に路線開設を推し進めていったのである26。このことか

ら、松尾の信念というものが、JAL を国際競争の中に誘った 1 つの理由であったと考えら

れる。 

当時の JAL は、国際競争の中で不利な立場にあった。政府補助が各国の主要航空会社と

比べ、十分でなかったことは先に述べた通りである。加えて、国際競争の真っただ中にい

る JAL の状況は、通常の日本企業が直面する競争環境とは異なるものであった。ここで、

1962 年 4 月に行われた国鉄総裁と三井船舶社長との対談における松尾の一言をみてみたい。

松尾は、戦後の日本における航空会社と他の輸送事業会社との相違点を次のように語って

いる。 

 

「国鉄、海運は戦争中非常な被害を受けたといわれるが、航空はもっとひどいですよ。会社も

なくなり、戦前持っておった飛行機も全部占領軍が焼いてしまって、すべてがゼロになった。国

鉄も、海運も破れ船でもいくらかあったわけですから。ところが飛行機はぜんぜんゼロですから

ね。しかもわれわれ民間航空ができなくて眠ってる間に世界では急テンポに発達しているんです。

そしてあらゆる国際の権益を獲得している。その中に入りこんでいかなければいかんということ

で、なかなかこれも苦労の多い仕事なんです。乗員も技術屋も、機械にしたって、相当遅れてい

ますし、それを取り返して、しかも国際的には自由競争です。いま各産業は自由貿易でうろたえ

ているけれども、われわれは十年前から自由競争をやっているんです27」。 

 

このように、当時の JAL は、他の日本企業が直面する競争環境とは異質な環境の中に置

かれていたわけであるが、松尾のナショナルフラッグキャリアに懸ける想いが推進力とな

り、激しい国際競争の中へ突き進んでいったのである。そして、当時の社員もこの環境の

中で競争していくことを理解していたのである28。 

                                                  
26 世界一周線は、1967 年 3 月に西回り便および東回り便共に開設された。『日本航空 20 年史：

1951-1971』、pp.380。松尾は、JAL の 15 年間の生活の中で、最も嬉しかったことは、日本航

空(新)となって初めて国際線が運航した時のこと、世界一周線の実現に繋がった日米航空協定改

定と日ソ航空協定締結に対して世論が盛り上がったことであると語っている。松尾は、国際線が

初運航した時の感動を次のように振り返っている。「国際航空は、昭和二十九年二月から、東京

―サンフランシスコ線を開始ということになったが、この一番手となったダグラス DC―六 B 型

が、はじめて羽田に到着したときの感激は、私の今日までの日航の生活十五年の中で、最も印象

深いものである。忘れもしない、昭和二十八年の九月十五日であった。その一番機“シティ・オ

ブ・トウキョウ”号が、尾翼にくっきりと日の丸をつけ、JAL の文字も輝かしく羽田上空に現

れたとき、私は柳田社長としっかりと手を握りあったまま、飛行機を目で追い続けたものである。

「いよいよ、これで太平洋の定期路線が開ける！」と思うとうれしさがこみあげるばかりであっ

た」。このことからも、松尾が、ナショナルフラッグキャリアとして国際線を運航することに強

い想いを抱いていたことが理解できる。松尾(1966)、前掲書、pp.112-113。 
27 「進歩と競争 空と海と陸と」『おおぞら』、1962 年 4 月号、p.3。 
28 東支・国際旅客販売課の課長補佐は次のように証言している。「われわれの競争会社は、国内
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かかる状況で、松尾によって導き出された経営方針が、「安全、定時、サービス」であっ

た29。この 3 つの方針に松尾が寄せた想いは、「信頼性の確保」「世論からの支持」であった。

すなわち、JAL が外国企業との競争に負けないための条件は何であるかと考えた際、その

答えとして導き出されたのが、「安全、定時、サービス」だったのである。松尾は、『おお

ぞら』の中で、繰り返し「信頼・信用」という言葉を用い、信用を勝ち得ることが、外国

企業にも負けない競争力の源泉になると述べている30。 

まず、「安全性」については言うまでもないが、どんなにサービスが良くても、どんなに

運賃が安くても、頻繁に事故を起こすような航空会社を利用しようとする人はいないだろ

う。前章でも触れたように、JAL は 1952 年に死亡事故を起こし、航空会社にとって安全性

の欠如が何よりも世間からの信頼を失わせることを、身を持って体験している。2 つ目の「定

時性」も信頼・信用に関係している。松尾によれば、他の交通機関と比べて航空が最も弱

い所は定時性だと言う31。天候や整備状況に大きく左右される航空は、定時性の面では他の

交通機関に後れを取らざるを得ない。これは国内に限定した話ではあるが、他の交通機関

よりも割高な飛行機を利用する理由は、飛行機に乗った方が早く目的地へ到着できるから

であろう。利用客はこれを期待して飛行機に乗るわけであるが、大幅に到着時間が遅れる

ようであれば、飛行機に乗ろうとするインセンティブが失われる可能性がある。もっとも、

天候といった不確実性の高い要因による遅滞であればいざ知らず、「ストの日航」の異名を

とる JAL の場合には、労働争議による定時性の乱れが生じていた。詳細は後述するが、特

に 1962 年以降、ストによる定時性の混乱や欠航が目立つようになる。これが利用客の信頼

を失わせる結果になることは改めて言う必要もないだろう。3 つ目の「サービス」について

は、松尾自身あまり多くを語ってはいないが、質の高いサービスや真心のこもったサービ

スが、利用客の信頼獲得につながるということは容易に想像できよう。このように、国際

競争を生き抜くためには、まずは信頼される航空会社になることが不可欠であるとの認識

から、松尾は、「安全、定時、サービス」の 3 つを経営方針として打ち出したのであった。 

 

第 2 項 松尾静磨の経営理念 

 松尾は、日本航空(旧)の設立に携わったということもあって、創業の理念である「和の精

神」を自らの経営理念として位置づけており、自身が社長に就任した際、この精神を継承

                                                                                                                                                  
企業もありますが、外国企業なんですね。ヨーロッパ、アメリカの合理化の進んだ、合理的な考
えのもとに組織されている企業と、われわれの企業は競争してるわけです」。「中堅社員は呼び掛
ける―明日の日本航空のために―」『おおぞら』、1965 年 2 月号、p.45。 
29 「まず組織と人を―社長方針」『おおぞら』、1964 年 3 月号、p.17。「実りゆたかな年である

ように」『おおぞら』、1965 年 2 月号、p.21。「創業第十四回記念日を迎えて」『おおぞら』、1965
年 11 月号、p.7。 
30 「航空論議：松尾社長・大宅壮一氏」『おおぞら』、1965 年 3 月号、p.10。「創業第十四回記

念日を迎えて」『おおぞら』、1965 年 11 月号、p.7。 
31 「進歩と競争 空と海と陸と」『おおぞら』、1962 年 4 月号、p.3。 
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したことを語っている32。しかしながら、1962 年危機に対する一連の経営改革の中、松尾

は、和の精神という言葉をほとんど使ってはいない。しかし、松尾が組織の「和」に係わ

る問題に言及する場面は多々あった。その問題が「セクショナリズム」と「経営と現場の

乖離」の問題である33。和の精神という言葉こそ用いてはいないが、松尾は、これらの問題

の解決を社員に訴えていたのである。これは、松尾が和の精神を重んじるがゆえに、組織

の和に係わる問題の深刻さを感じていたからであろう。したがって、松尾の経営理念は、1

つに和の精神であるといえる。組織内のセクショナリズム、経営と現場の乖離の問題につ

いては、次節で詳しくみていきたい。 

次に、松尾の経営理念として、和の精神と関連してあげることができるのが「安全性の

追求」である。前章との繰り返しになるが、もく星号の事件によって「和の精神が全社員

の骨肉と化したと同時に、安全への重要性も社員の骨の髄まで染み込んだ」のであった34。

松尾は、1971 年に JAL の 20 年間を振り返る中で、もく星号事件を最も強く印象に残って

いる出来事の 1 つとしてあげている35。それゆえ、創業の精神である和の精神の継承におい

て、安全は切っても切り離せない松尾の経営理念として位置づけることができよう。なお、

松尾は、航空事業における安全性の重大さを次のように語っている。 

 

「創業の精神に立って、さらにわれわれが心すべきことは、“安全”“安全第一”ということで

ある。“安全”という言葉は、航空事業経営者にとっては至上命令であり、使命である。この使

命感がなければ、航空事業経営者たる資格ゼロであるとさえ思う36」。 

 

 以上のことから、松尾の経営理念は、和の精神に加え、「安全性の追求」であったとみる

ことができる。安全性については、上述の通り経営方針としても度々言及されていた。ま

た、組織の和についてもその重要性を従業員に訴えてきた。ところが、こうした訴えも虚

しく、皮肉にも「組織と人を巡る問題」は、松尾が社長を務めた 1960 年代に表面化してい

くこととなる。 

  

                                                  
32 松尾(1966)、前掲書、p.16。『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.236。ただし、引用元は「松

尾新社長就任のことば」『社報』、1961 年 2 月 10 日と「ニュー・トップの誕生」『おおぞら』、

1961 年 2 月号である。この中では、「和の精神」を「人の和」や「和衷協力」と表現している。 
33「まず組織と人を―社長方針―」『おおぞら』、1964 年 3 月号、pp.16-17。「創業第十四回記念

日を迎えて」『おおぞら』、1965 年 11 月号、p.7。『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.341。た

だし、引用元は『社報』1965 年 2 月 20 日である。なお、「経営と現場の乖離」については、松

尾は、「パイプがつまる」という表現をよく用いていた。 
34 松尾(1966)、前掲書、p.16。 
35 「短かった二十年の歳月」『おおぞら』、1971 年 6 月号、p.11。 
36 松尾(1966)、前掲書、p.17。 
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第 3 節 組織と人を巡る問題 

ここまで 1962 年危機前後の JAL を取り巻く競争環境の変化、松尾の経営方針と経営理

念を概観してきた。この時期に競争環境の変化が立て続けに発生したこと、松尾の経営方

針に基づき JAL は競争環境の変化に真正面から対応していったこと、そして、松尾がどの

ような経営理念を有していたかがこれまでに理解できた。今一度、当時の JAL の状況を整

理すると次のようになる。 

 

①競争環境の変化から求められる対応 

低原価・低収入の収益構造を実現するための経営合理化 

②松尾静磨の経営方針 

安全、定時、サービス 

②松尾静磨の経営理念 

和の精神、安全性の追求 

 

 本節では、当時の JAL が抱えていた「組織と人を巡る問題」を確認していく。具体的に

は、「セクショナリズムと経営と現場の乖離」、「安全と定時の矛盾」、「労働組合問題」、「官

僚的対応」を扱う37。これにより、上記の競争環境、経営方針、経営理念が JAL に及ぼし

ていた影響を理解することができよう。そして、最後に創業の理念である「和の精神」が、

当時、どのように位置づけられていたのかを考察する。 

 

第 1 項 セクショナリズムと経営と現場の乖離 

 和の精神を継承した松尾であったが、当時の JAL は、セクショナリズムや経営と現場の

乖離という問題を抱えていた。前章の柳田誠二郎の時代にこの問題が取り上げられていな

かったことを踏まえれば、これらの問題は、松尾時代、具体的には 1962 年危機前後にその

萌芽が芽生えたと考えられよう38。 

 当時、セクショナリズムは深刻な問題として位置づけられていた。それゆえ、松尾に限

らず、他の経営陣もセクショナリズムに警鐘を鳴らしていた。例えば、専務の朝田静夫（後

の 3 代目社長）は、経営合理化を目的とした組織改編を実施するに際して、「権限が委譲

されても、各本部が狭いセクショナリズムに捉われてはならない」と述べ、また、当時の

                                                  
37『おおぞら』では、「労働組合問題」についての記述がほとんど無かったが、当時の日航が抱

える組織の問題として欠かすことができないため、この問題も本節で扱うことにする。 
38 『日本航空 20 年史：1951-1971』では、1960 年代初頭に「「セクショナリズム」が皆無であ

ったとはいいがたい」と曖昧な表現を用いて問題が既にあったことを示唆している。『日本航空

20 年史：1951-1971』、p.246。 
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航務本部長や整備本部長もセクショナリズムに言及し、コミュニケーションやコーディネ

ーションの必要性を述べていた39。  

 松尾が語っているように、セクショナリズムと関連して経営と現場の乖離も当時の JAL

では起きていた。例えば、経営と現場の乖離を顕著に示す例として、1965 年に実施された

課長補佐級 15 人を対象とする「品質管理に関する社長方針アンケート」をあげることがで

きる。既述の通り、JAL の経営方針として「安全、定時、サービス」の 3 つが掲げられて

いたが、「この経営方針を箇条書きで明記せよ」との設問に対して、正確に記述できた社

員は皆無であった40。当時の JAL では、社長が声明した方針ですら十分に伝達できない状

況にあった。  

 これら一連の問題を引き起こした要因の 1 つとして、経営合理化に伴う組織の肥大化が

考えられる。とりわけ、1962 年危機を受けて行われた JAL と日整の合併は、急激な組織の

肥大化をもたらした。具体的には、合併によって、整備部門の担当役員以下が全社員の約 3

割に匹敵する規模となったのである41 。これに伴い、社員からは、「タイミングの合った

管理・サービスが行いにくくなった」や「一体感や機動性、家族主義的な雰囲気が欠如し

た」などという意見があげられている42 。 

さらに、組織の肥大化は、業務監査や組織監査にも弊害をもたらしていた。業務監査や

組織監査は、セクショナリズムや経営と現場の乖離などの組織体制に係わる問題の状況を

把握し改善する業務を担当していた。しかしながら、監査の担当者たちは、組織規模に対

する監査業務の限界を感じていた。通常の会社であれば、1 千人に対し 1 人の監査室の人員

が普通であるが、JAL の場合、全社員 8 千人に対して 4 人の監査担当しかいなかったから

である43。 

以上のように、競争環境の変化に対応するために経営合理化を進めてきたが、それに伴

う組織の肥大化がセクショナリズムや経営と現場の乖離という問題を生み出した一因であ

ったといえる。 

 

                                                  
39 朝田静夫の証言より。「じょうずに運用しよう新組織 朝田専務にきく」『おおぞら』、1965
年 9 月、p.10。航務本部長および整備本部長の証言より。「新組織運営の抱負を聞く」『おおぞ

ら』、1965 年 11 月、p.9、p.10。 
40 品質管理部の社員の証言より。「今年こそみんなで品質管理－浅香教授をかこんで－」『おお

ぞら』、1965 年 1 月、p.47。   
41 大河内(1992)、前掲書、p.268。 
42 航整勤労部厚生課と航整管理部総務課の社員の証言より。「世界へはばたけ―合併一年に思う

―」『おおぞら』、1964 年 10 月 、p.21、p.22。ただし、合併が組織の調和に対して、負の影響

だけをもたらしたわけではないことを補足しておきたい。航整管理部総務課の社員は、「マンネ

リズムの JAL に新風を吹き込んだ」、「異なったカラーの社風やモラールを形成した」と正の側

面も語っている。 
43 監査室室長の証言より。「何でアル監査室でアル」『おおぞら』、1964 年 5 月号、pp.21-22。 
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第 2 項 安全と定時の矛盾 

JAL と日整の合併は、松尾が切望していたことでもあった。なぜなら、松尾は、運航と

整備が別会社で行われることによって、両事業間の責任や関心が希薄になることを危惧し、

安全面に弊害が出ると思っていたからである44。そもそも、日本航空(旧)の設立当初は、羽

田空港が米軍管理下であったため、整備施設を持つことができなかった。それゆえ、海外

航空会社の出資協力を得て、JAL とは別に、1952 年 7 月に日整が誕生したのであった45。

その後、1963 年 10 月、松尾の念願かなって、ついに両社は合併に至ったのである。 

 安全面以外にも、運航と整備の分離が経営合理化の弊害となっているのも、両社が合併

に至った理由の 1 つである。それらの理由を列挙すれば、「定時性と安全性の重要性が認識

されない」、「航空機の稼働率、部品保有率、整備時間短縮の必要性が認識されない」、「コ

ミュニケーション不足に伴う計画と実施の一貫性欠如と運航サービスの悪化」、「総合的な

整備コストの管理が困難」である。事実、これらの問題によって、航空機の定時性に混乱

が生じ市場占有率低下の一因となっていたこと、整備費が相対的に高かったため高原価水

準の一因となっていたことが指摘されている46 。つまり、JAL と日整が合併することは、

経営合理化の推進に繋がるのであった。 

このように、安全性の確保と経営合理化を意図した合併であったが、経営方針に掲げら

れている「安全性」と「定時性」を巡って、運航（旧 JAL 側）と整備（旧日整側）の間で

食い違いを生じさせる結果を招いた。松尾は、「合併後は、整備する人と、それを使う人と

がお互いに協力するようになって、安全性の確保に非常に役立つようになった47」と語って

いるが、安全性と定時性は、時に矛盾する概念でもある。すなわち、安全性を最優先しよ

うとすれば定時性を度外視してまで徹底的にそれを追求しなければならないし、逆に定時

性にこだわるのであれば、限られた時間の範囲内での整備しか行わないということになり、

安全性が確保できない可能性も出てこよう。競争環境が厳しい最中、必ずしも、JAL と日

整の合併によって安全性が向上したわけではないことをここで指摘しておきたい。これは、

運航と整備の対談内容からも読み取ることができる。例えば、整備計画課の係長は、安全

性がまず確保されなければならないが、安全と定時における目的の矛盾を感じていると述

べている48 。さらに、乗員と整備のダイアログが行われた際には、両者の意識の食い違い

が浮き彫りとなった。整備側から運航と整備の安全性、定時性、経済性の感覚に矛盾があ

るという意見に対し、中央運航所の職員は、安全第一でその次に定時性や経済性が来ると

強調する一方で、定時性や経済性を軽く考えてはいないと述べた。しかし、実際の現場で

                                                  
44 松尾(1966)、前掲書、pp.109-110。 
45 大河内(1992)、前掲書、p.252。 
46 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.329。 
47 松尾(1966)、前掲書、p.110。 
48 整備管理部整備計画課の係長の証言より。「中堅社員は呼び掛ける―明日の日本航空のために

―」『おおぞら』、1965 年 2 月、pp.41-42。   



25 
 

は、定時性に影響を及ぼすような遅滞が発生したとしても、乗員がその事情を理解してい

なかったため、それが安全性確保に努めた遅滞であるか否か判断できないのであった49。経

営合理化への対応、安全性の実現を図った合併であったが、それらの要求事項は時に矛盾

し、組織内に歪みを生じさせたといえる。 

 

第 3 項 労働組合問題 

 JAL が抱える組織的問題を語る際に、切り離すことができないのは、やはり労働組合問

題である。そして、その発端はどこにあったのかと言われれば、やはり 1960 年代なのであ

る。JAL には職種別に多数の組合が存在することはよく知られているが、60 年代には 6 つ

もの組合が結成されており、それ以降、労働問題は重要かつ複雑な課題として JAL につき

まとうこととなる。 

「JAL の労使問題元年」とも言うべき 1962 年には、組合意識の高揚によって、従来の賃

上げ要求に加え「労働環境の改善」を求める声が強まった。また、同年 4 月には民間航空

で初となるストが発生し世間を騒がせたが、ボーナスや労働協約延長問題などが原因で 11

月にも再びストが発生した。さらに、外国人ジェットクルー導入問題と年末手当に関する

業績リンク制導入問題に起因し、1964 年 11 月には、ストによる創立初の国際線全便欠航

や国内線ダイヤの大規模な混乱が起きている。労働組合との争議の長期化は、労使関係の

混乱とスト体制の日常化をもたらすこととなった50。  

 それではなぜ、1962 年以降に労使関係が悪化し、ストが多発するようになったのであろ

うか。労働環境の改善を求める声の高まりからも察することができるように、JAL の人事・

労務政策が必ずしも十分ではなかったと言える。当時の労務担当役員や部長は、JAL の管

理業務において、労務管理の地位が著しく低かったことを認めている51。労務管理問題の中

でも、突出した問題として取り上げることができるのが人員不足であろう。なぜならば、

「低原価・低収入」の収益構造へシフトするため、増大する業務に対して人員を確保する

のではなく、業務を合理化することが優先されたためである。企画室長が「基本的には仕

事の整理をして増員を押さえて行く」と述べていることからもわかるように、当時の対応

は、人員確保にほとんど関心が示されていなかった52。しかし、当時の業務量は、経営合理

化を進めていくだけでは、対応しきれるものではなかった。例えば、それは、国内外での

                                                  
49 ライン整備工場と中央運航所の社員の証言より。「空と地上と 乗員と整備の懇談会」『おおぞ

ら』、1964 年 5 月、p.17。この問題は、1970 年代にキャリーオーバーを巡る運航と整備の対立

として、再び議論されることとなる。運航乗員部セカンド・オフィサーの証言より。「ふたたび

無事故記録に挑戦―安全対策発表さる―」『おおぞら』、1973 年 2 月、p.6。 
50 『日本航空 20 年史：1951-1971』、pp.345-346。 
51 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.344。ただし、引用元は『1961 年度全支店長会議議事

録』、p.65、 p.68 である。 
52 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.344。ただし、引用元は『1961 年度全支店長会議議事

録』、p.71 である。 
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稼働率の向上および運航時間の増加による運航乗務員数の絶対的な不足、1 日に 4~5 千回

と鳴り続ける電話に対応する予約業務担当者の不足などがあげられる53。すなわち、経営合

理化に端を発して生じた人員不足が労働環境の悪化を招き、組合問題を助長する 1 つの要

因となったのである54。 

 加えて、この人員不足の問題は、組合問題だけに留まらず、別の問題も生み出した。そ

れは、教育の問題である。人員不足で業務に追われるのであれば、従業員の教育に時間を

割くことができなくなる。とりわけ、新人社員に対しその傾向は顕著に現れ、これが「官

僚的対応」に繋がるわけである55。すなわち、多忙であるがゆえに、サービス精神のこもっ

た丁寧な対応をする余裕を失わせ、決められたことを決められた通りにこなすといった「お

役所的」な仕事のやり方を生み出すことに繋がったというわけだ。 

 

第 4 項 官僚的対応 

1965 年、『おおぞら』で「サービスこれでよいか」と題する特集が組まれるほど、JAL

のサービスが問題視されていた。JAL のサービスを批判する際にしばしば用いられていた

言葉が「官僚的」である。この言葉が何を意味するのかは必ずしも一様ではないが、一般

的には「役所のように融通が利かず機械的であり、サービス精神に乏しい」といったイメ

ージであろう。ところが、JAL で言うところの「官僚的」には、利用客に対して官僚的と

いう意味と、社内の仲間に対しても官僚的という意味を持つのであった56。そこで以下、「官

僚的」の二面性をそれぞれ区別しながら、かかる問題の原因を探っていきたい。 

 ある名士が、JAL について「かの航空会社(ANA)は、お客さまに乗っていただいている、

という感じを受けるのに、日本航空は、乗せてやる、という感じを国内、国際線を問わず

カウンターその他で受ける」と語っている57。この他にも、「官僚的である」、「サービスが

悪い」、「エリート意識が強い」などの批判を受けており、これらは JAL に対する世間のイ

                                                  
53 運送サービス客室課の社員の証言より。「機内サービス座談会 前向きの業務改善」『おおぞら』、

1963 年 4 月号、p.39。『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.344。ただし、引用元は「座談会 世
界の空を日本人の手で」『おおぞら』、1962 年 2 月号、p.8 と広報室参考資料『日本航空の乗員

問題』、1961 年 8 月 31 日である。予約業務担当者の不足については、「座談会 地上サービス 業
務改善へ若い声を聞く」『おおぞら』、1963 年 6 月号、p.2。 
54 人員不足以外にも、賃金格差が労使問題の 1 つの要因としてあげることができる。1960 年度

に、顕著な組織内の職種別賃金格差が見られ、運航乗員の賃金は、国内一般職の 5.6 倍にも及ん

でいた。「第 2 編 生産性分析」『日航航空白書』、p.11。 
55 訓練する余裕が無いため、新人社員が十分な教育を受けないまま窓口業務に従事することが

あった。「サービスこれでよいか(3)」『おおぞら』1965 年 9 月号、p.16。2～3 年国内線の予約

窓口に従事した社員は、国際線へ配属されることが多く、国内線の予約窓口は十分教育を受けて

いない新人社員が対応することがあった。JAL の国際線偏重の体制も、官僚的と言われる原因

として考えられる。中央レザベイション管理所国内予約課の社員の証言より。「座談会 サービス

これでよいか ―サービス第一線の声―」『おおぞら』、1966 年 1 月号、p.11。 
56 「愛される日航になろう サービスこれでよいか」『おおぞら』、1966 年 3 月号、p.18。 
57 「愛される日航になろう サービスにもの申す」『おおぞら』、1965 年 4 月、p.24。 
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メージとして広まっていった58。これに対して、社内では「一部の乗客による批判」と認識

する見方もあったが、「一部のお客さんの間で評判が悪いだけだから放っといても良い」と

いう態度こそが官僚的と言われる原因であると『おおぞら』の中で苦言が呈されている59。

実際、顧客を敬う姿勢が乏しかったというのは、利用客に対する呼称からもわかる。当時

の JAL では、顧客のことを社内で「お客」と呼び捨てにしていたのだ。これが一時期問題

視され、社員全員が「お客さま」という呼称を使用する運動へと発展していった60。 

 一方、社内でも官僚的対応についての意見があげられている。本社関係の社員は、サー

ビス業務に従事していない管理本部の社員に官僚的な傾向が強いと述べ、部署内に官僚的

な雰囲気が醸成されていたことを自覚していた61。さらに、先述した合併時にも、社内の官

僚的対応が問題とされていた。それは、旧 JAL 側が官僚的であったため、合併が行われる

場合、旧日整側の家族的な社風に慣れた社員達が違和感を感ずるというものである62。旧日

整の整備管理部長によれば、「官僚的」という言葉が意味することは、旧 JAL が「問題解決

前に予算を気にする」、「監督官庁はこう言っている」と問題周辺の条件を口実にするとい

った態度であった63。 

 以上が世間および社内に持たれていた JAL の官僚的なイメージである。しかし、これま

で見てきたように 1962 年危機に始まる JAL の状況を勘案すれば、一概に官僚的対応が生

じるのは致し方ないことかもしれない。合理化を進めていく中、人員が不足し、サービス

の質が落ちてしまったとも考えられよう。当時、「サービスが悪い」との批判に対して、本

社や支店の社員は、その原因を「人員、教育、経験不足、意思疎通や設備環境の悪さ、予

算不足」に求め、不満を漏らしていたという。『おおぞら』の中では、このような意見に対

し、仕事に対する意欲やサービスマインドがなければ、たとえ人員増加、設備改善、教育

の徹底を行っても状況は変わらないと述べられている64。だが、果たして社員の精神的態度

だけに、官僚的対応の原因を求めることができるのであろうか。官僚的対応の原因を社員

                                                  
58 「愛される日航になろう サービスにもの申す」『おおぞら』、1965 年 4 月、p.24。だが、悪

評の一方で、世間から良い評価を得ているという側面もある。毎日新聞社が企業認識度調査をし

たところ、 JAL の知名度は 1 位であり、会社の規模と将来性の観点からの評価は 2 位だったの

である。さらに、企業イメージでは、JAL は、「信頼できる」、「親しみのある」、「堂々とした」、

「近代的」、「明るい」という形容をもらっている。「日航の企業イメージ」『おおぞら』、1966
年 6 月号、p.34。 
59 「愛される日航になろう サービスにもの申す」『おおぞら』、1965 年 4 月、p.25。ただし、

全ての社員が一概に官僚的と言われているわけではない。ある部署では、係長以下の全員が一致

団結して、和気あいあいと仕事をさばいていることも語られている。だが、このような例は少な

いとも付言されていた。「愛される日航になろう サービスこれでよいか」『おおぞら』、1966 年

3 月号、p.18。 
60 運送部旅客運送課長の証言より。「座談会 サービスこれでよいか ―サービス第一線の声―」 
『おおぞら』、1966 年 1 月号、p.49。  
61 「愛される日航になろう サービスこれでよいか」『おおぞら』、1966 年 3 月号 p.18。 
62 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.331。 
63 整備管理部長の証言より。「合併をかえりみて」『おおぞら』、1964 年 10 月、p.13。 
64 「愛される日航になろう サービスこれでよいか」『おおぞら』、1966 年 3 月号、p.18。 
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の精神的態度ではなく、環境の変化だけに求めることは議論の余地があると思うが、問題

の発端に 1960 年代の異常な競争環境が少なからず影響を及ぼしていたといえるであろう。 

 

第 5 項 「和の精神」の喪失 

 ここまで見てきたように、「組織と人を巡る問題」は、競争環境の変化に対応するために

行われてきた経営合理化や経営方針の実践に起因するといえよう。では、松尾が経営理念

として継承した創業の精神「和の精神」は、どうなってしまったのであろうか。本来であ

れば、組織と人を巡る問題が生じた場合、経営理念として「和の精神」がその問題の解決

に作用するはずである。しかし、松尾自身、この言葉を繰り返し説いてきていないことは、

先に述べた通りである。本節を締め括るにあたり、当時の JAL における和の精神の位置づ

けを考察していきたい。 

 結論を先取れば、1962 年危機の対応に追われる中で、創業期と比べ和の精神への意識は

薄れてしまったように思われる。その理由は、本章でも繰り返し述べてきたように、競争

環境の変化に忙殺されることで、和の精神を蔑ろにせざるを得なかったからと考えられよ

う。言い換えれば、経営合理化や経営方針を貫徹しようとするあまりに、その裏側では、

和の精神は希薄化していったということである。JAL の社風を聞かれた際、ある古参社員

が次のように語っている。 

 

「急激な膨張発展は、短い時日の間に大勢の社員をふやさなければならぬ結果を招き、みんな

がその日その日に追われて自分たちの姿を静かに厳しく反省するゆとりを失わしめたといって

もよいのです。もし私の入社する以前の、いや少なくとも私が入社した当時くらいの社員の意気

込みが、そのまま全社員の精神の中に筋金として取り入れられていたのなら、現在はもっとはっ

きりとした日航の社風といったものがうまれてきていたのではないかと思うのです65」。 

 

また、別の社員は、当時の JAL の状況において「和の精神」はそぐわないと述べている。 

 

「社内で和が宣伝された時代もあった。しかし和が社内一般に広がり、その精神で業務が遂行

せられているのであろうか。和は天下の達道という言葉もあるが、現代に、又新興会社にとって

一本釘の抜けた弱さを感じざるを得ない。要するに我々にマッチしないが故に社風に育って行か

ないと思われる66」。 

 

以上、競争環境の変化、経営方針と経営理念、組織と人を巡る問題をみてきたわけであ

るが、これらは独立しているのではなく相互に連関し合っていた。このことを踏まえるな

                                                  
65 中央訓練所所長の証言より。「社風とは」『おおぞら』、1962 年 6 月号、p.28。 
66 計数管理課の社員の証言より。「社風とは」『おおぞら』1962 年 6 月号、p.30。 
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らば、「なぜ、1960 年代に入り、組織と人を巡る問題の多くが生じたのか」と問われた場合、

次のように答えることができるかもしれない。すなわち、JAL が経営合理化と経営方針の

遂行に傾注したがゆえに、組織と人を巡る問題が発生したのであると。日本の高度経済成

長期の最中、同様の問題は他の企業でも十分起き得ることであり、これは、月並みな回答

であるかもしれない。だが、ナショナルフラッグキャリアとして、国際競争の中で孤軍奮

闘する JAL が直面した変化は、他の日本企業が直面するそれとは特異であったということ

を付言しておきたい。そして、その中で社員の和の精神に対する意識は、次第に薄れてい

ってしまったのであろう。 

 

小括 

 本章では、JAL が経営破綻まで抱えることとなる「組織と人を巡る問題」の契機を、「1962

年危機」に始まる組織改革に求め、各諸問題の状況を当時の競争環境と JAL の経営方針お

よび経営理念に照らし合せながら概観してきた。本章で明らかになったことは、次の 3 点

に収斂できる。第 1 に、JAL を取り巻く競争環境の大きな変化がほぼ同時期に起きたこと、

第 2 に、かかる状況の中においても、松尾を中心に、ナショナルフラッグキャリアとして

国際競争を推進していかなければならなかったこと、第 3 に、JAL の組織問題が、「1962

年危機」を発端に矢継ぎ早に現れてきたことである。 

また、本章で示唆した点は、JAL による競争環境への対応が、「組織と人を巡る問題」を

形成した要因であるということである。これは、推論の域を脱することはできないが、た

とえば、経営合理化を意図した日整との合併がセクショナリズムを形成し、経営方針の徹

底が反って安全と定時の矛盾という形で組織内の歪みを招き、業務量に対する人員不足が

労使関係を悪化させ、また社員の官僚的対応を生み出したといえよう。本来であれば和の

精神をもって組織としての結束を強固たるものにすべきであったが、種々の問題が短期間

のうちに、しかもほぼ同時期に発生したことにより、具体的な施策を講じる間もなく、「人

の和」を重んじる創業の理念は徐々に薄れてしまったのである。 

最後に、本章の限界を付け加えておきたい。それは、「政府との癒着」に関する見解につ

いてである。換言すれば、「当時の JAL の経営に、政府がどれだけ介入していたのか」とい

うことである。当時の JAL では、2010 年に経営破綻した時と比べて、「政府との癒着」が

色濃くなかった時代であると考えられる。むしろ、JAL は、自身の経営努力によって成長

を遂げてきたという印象を受ける。ただし、JAL に「政府との癒着」が全くなかったとは

断定できない。世間からは、「お客さんよりも、政府、官庁のほうに顔を向けている」とい

う声は当時より存在し67、また社内では、松尾の政府補助を求める態度が、「JAL は政府の

補助がなければ儲からない不沈艦船」という印象を社員に与えていたとも言われている68。 

                                                  
67 「愛される日航になろう サービスにもの申す」『おおぞら』、1965 年 4 月号、p.24。 
68 中央運航所長の証言より。「合併後の問題点をトップにきく」『おおぞら』、1963 年 11 月号、
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本章では、松尾静磨のナショナルフラッグキャリアに対する想いが、JAL を国際競争に

駆り立てたと述べた。しかしながら、それを松尾の信念に求めるのか、政府の方針に求め

るのかの判断は容易ではないことを、本章の限界として挙げておきたい。時に松尾は、「（運

輸省が）国策会社という名のもとに、また非常にむずかしい外国の国際線の開拓を強要す

る69」と言う一方で、「政府でも大資本、一般の人や財界人など、あまりに日本国内の民間

航空についての議論が多すぎるのです。―中略―日本がほんとうに恵まれているのは、国

際航空であって、国内航空ではないのです70」とも述べている。それゆえ、当時の JAL の

経営に対して、政府がどれだけ介入していたのかは、未だ不明確であると言わざるを得な

いのである。言い換えれば、「JAL と政府のどちらが経営のグリップを握っていたのか」は、

稿を改めて論ずる必要がある71。されど、本章でも述べてきたように、松尾静磨が JAL の

経営を JAL 自身で切り開いていくことに強い想いを抱いていたことを今一度強調しておき

たい72。  

                                                                                                                                                  
p.24。 
69 『日本航空 20 年史：1951-1971』、p.257。ただし、引用元は「社長訓示」『1961 年度全支店

長会議議事録』、pp.3-4。 
70 「航空論議 対談 松尾静磨 大宅壮一」『おおぞら』、1965 年 3 月号、p.10。 
71 確かに、1955 年の日航法の改正を受け、取締役、監査役の選任・退任や、毎年度の事業計画、

収支計画、資金計画が運輸省の認可制となった。これに対し、「経営幹部が自由にできる経営裁

量権が狭められ、運輸省航空局が望む政策を実現する下請け機関化した」という批判もある。大

鹿(2010)、前掲書、p.167。しかし、ここで明確にしたいことは、JAL と政府との制度的な体制

についてではなく、当時の経営の実態をどちらがコントロールしていたのかということである。 
72 松尾は、JAL と政府との関係に対し、次のようにも語っている。「やはり日本の民間航空事業

のチャンピオンである日本航空会社が政府に要請し、将来間違わない航空政策というものを政府

に立てさせる熱意と情熱がわれわれには必要ではないかと思うのである」。『日本航空 20 年史：

1951-1971』、p.257。ただし、引用元は「社長訓示」『1961 年度全支店長会議議事録』、pp.3-4。 
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終わりに 

 本稿では、JAL の設立の経緯を整理したのち、1960 年代において「組織と人を巡る問題」

がどのような経緯によって JAL にもたらされたのかを確認した。上記の議論を通じて明ら

かになったことは、JAL を取り巻く諸環境が大きく変わろうとする中で、その変化に対応

できるだけの体制が構築されなかったことに、「組織と人を巡る問題」の発生原因があった

ということである。もっとも、筆者らは当時の松尾社長の経営手腕に疑問を投げかけよと

しているのではない。当時の JAL の状況を踏まえるならば、「組織の肥大化によるセクショ

ナリズムの表面化および経営と現場の乖離」、「経営合理化の推進による人員不足」、それに

伴う「モラールの低下と官僚的な対応の顕著化」、「労働環境の改善を求める組合意識の高

揚」とその結果としての「ストの多発」といった種々の問題の発生は、ある意味において

避けることのできなかったものであったと認識しており、問題の発生それ自体を問題視す

るつもりはない。むしろ問題として強調したいことは、当時の経営陣や多くの従業員が「組

織と人を巡る問題」を認識していたにも拘わらず、何ら有効的な是正策を講じてこなかっ

たことである。『おおぞら』による従業員の声に耳を傾けてみても、組織が抱える問題やそ

れに対する不平・不満、組織への要望などは多く確認できるが、かかる問題を解消するた

めの対策についてはほとんど語られることはなく、また経営陣も、問題の解消を従業員に

訴えはするものの具体的な形で何か施策を講じるといったことはしていない。「問題の先送

り体質」とは、JAL の経営陣を批判する際にかつて用いられた言葉であるが、その発端も

1960 年代にあったのかもしれない。 

 そこで次に問われなければならないことは、1960 年代に発生した種々の組織問題は、70

年代以降どのよう取り扱われていくのか、また、その解消に向けた対応策は講じられてい

たのであろうか、という点である。特に 70 年代には相次ぐ死亡事故の発生や、環境問題に

端を発する「企業の社会的責任」への関心の高まり、また、80 年代に入ると御巣鷹山の死

亡事故や完全民営化といったような、組織のあり方を見つめ直し、変革する契機となる出

来事が多分に存在する。そのような中で JAL は「組織と人を巡る問題」にどう対応してい

ったのであろうか。これについては、別稿で改めて議論したい。 
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巻末資料：日本航空社内報『おおぞら』の所蔵一覧 

  1 月号 2 月号 3 月号 4 月号 5 月号 6 月号 7 月号 8 月号 9 月号 10 月号 11 月号 12 月号

1960 年 - - - - - - - ○ ○ - ○ ○ 

1961 年 - - ○ ○ ○ - - ○ - ○ ○ - 

1962 年 ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ - ○ 

1963 年 - ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 

1964 年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ 

1965 年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 

1966 年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1967 年 - - - - - - - - - - - - 

1968 年 - - - - - - - - - - - - 

1969 年 - - - - - ● - - - - ● - 

1970 年 - - - - - - - - - - - - 

1971 年 - - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 

1972 年 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

1973 年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ◎ ○ ○ 

1974 年 ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 

1975 年 - - - ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 

1976 年 ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ - 

1977 年 - ● ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

1978 年 ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ● - ◎ 

1979 年 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ - - ○ - - - 

1980 年 - - ● ● - - - -   - - - 

1981 年 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ - ◎ 

1982 年 ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - 

1983 年 - - - - - - ● ● ● ● ● ● 

1984 年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

1985 年 ● ● ● ● ● ● ● - - - ○ ● 

1986 年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● 

1987 年 ● ● ● ● ● ● ● ● ◎ ● ● ● 

1988 年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

1989 年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

1990 年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

1991 年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - 

1992 年 ● - ● ● ● ● ● - ● ● ● - 

1993 年 - - - - - - - - - - - - 

※国会図書館にのみ所蔵されている号には「●」を、航空図書館にのみ所蔵されている号には「○」

を、両図書館に所蔵されている号には「◎」を付している。 
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